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新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
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本
誌
第
三
十
六
巻
線
日
銀



我
園
白
一
幽
民
所
得

第
三
十
六
巻

丸
一
六

第
大
披

O 

我

園

の

園

民

所

得

汐

見

郎

第

国
富
lc国
民
所
得

内
閣
統
計
局
は
最
近
に
歪
り
、
昭
和
五
年
度
の
我
圃
の
圃
富
を
一
千
百
一
億
八
千
八
百
高
四
千
固
と
推
計
し
、

夏
に
園
宮
額
を
世
帯
及
び
人
口
数
に
割
り
あ
て
〉
一
世
帯
営
ち
八
千
六
百
七
十
ニ
園
、
人
口
一
入
賞
ち
一
千
七
百

十
固
と
接
表
し
て
ゐ
る
。
園
富
統
計
は
、

一
園
の
富
の
現
在
高
ぞ
示
す
静
態
統
計
で
あ
る
が
、

一
園
の
富
の
活
動

カ
を
見
る
が
鴻
め
に
は
二
定
期
聞
を
限
h
富
が
如
何
に
増
加
す
る
か
に
つ
き
動
態
統
計
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

一
閣
の
富
に
闘
す
る
静
態
統
計
と
動
態
統
計
と
が
相
結
ん
で
翠
に
一
国
の
富

国
民
所
得
統
計
が
印
ち
之
で
ゐ
る
。

の
異
相
を
明
ら
か
に
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
昭
和
七
年
十
月
に
中
央
統
計
委
員
舎
が
「
園
宮
調
査
は
闘
民

所
得
の
調
査
と
相
侯
つ
に
非
ぎ
れ
ば
園
力
の
現
賦
を
審
に
す
る
を
得
守
、
故
に
目
下
調
査
中
の
園
富
調
査
に
関
聯

し
、
国
民
所
得
調
査
を
な
す
事
は
最
も
緊
要
な
り
と
認
む
。
伺
っ
て
政
府
は
園
富
調
査
に
引
績
き
園
民
所
得
調
査

を
も
買
行
せ
ら
れ
ん
事
を
希
望
す
」
の
附
帯
決
議
を
示
し
、
昭
和
八
年
度
に
圃
民
所
得
の
調
査
を
行
ふ
事
と
な
っ

た
の
は
通
営
な
る
蕗
置
で
あ
る
。

園
民
所
得
の
調
査
な
る
も
の
は
、
我
園
に
於
て
決
し
で
今
度
始
め
て
行
は
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
に
金
融
事



項
参
考
書
を
見
て
も
森
敷
樹
氏
の
研
先
に
よ
る
も
、
内
閣
統
計
局
調
査
の
国
民
所
得
と
し
て
明
治
二
十
年
よ

h
夫

の
如
き
敷
字
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

第
一
表

一
八
八
七
年
乃
至
一
九
二
五
年
の
国
民
所
得
隷
額

数

100.00 
100.59 
98.13 
100.85 
102.09 
10il.82 
113.60 
123.75 
133.80 
158.37 
183.72 
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890.91 
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1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
18日6
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 1， 
1904 1， 
1905 
1906 1， 
1907 1， 
1908 1， 
1909 2， 
1910 2， 
1911 2， 
1912 2， 
1913 2， 
1914 2， 
1915 2， 
1916 2， 
1917 2， 
1918 4， 
1919 5， 
1920 7， 
1921 10， 
1922 13， 
1923 13， 
1924 12， 
1925 13， 

然
し
此
等
教
字
が
果
し
て
如
何
な
る
程
度
ま
で
正
確
な
り
や
の
問
題
に
つ
い
て
は
明
瞭
に
答
へ
得
な
い
の
で
あ

る
。
故
に
昭
和
八
年
度
に
我
圃
民
所
得
を
根
本
的
に
調
査
す
る
事
が
出
来
れ
ば
、
過
去
に
行
は
れ
た
る
此
等
の
敷

字
を
遡
り
検
討
し
、
以
て
我
園
の
園
民
所
得
の
統
計
の
棋
陥
を
補
ひ
得
る
の
で
あ
る
。

南
浦
洲
舗
道
株
式
舎
一
祉
の
経
持
調
査
舎
は
叫
昭
和
五
年
に
於
け
る
満
洲
園
園
富
を
緯
額
四
十
五
億
園
、
人
口
一

昭
和
五
年
満
洲
園
園
民
所
得
を
緯
額
九
億
三
千
高
国
人
口
一
人
営
り
三
十
ニ
固

人
営
り
百
五
十
三
固
と
計
算
し
、

我
闘
の
園
長
所
得

第
三
十
六
巻

九
一
七

第
六
披

大蔵省理財局昭和七年度金融事項参考書ド 22IJ[
k: 'l¥1orr;. th-e E~tímaté .ufttie Natlonar iNealth and Income ()f Japo.n Proper. 
p. 27-28. 
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我
園
の
園
長
所
得

第
三
十
六
巻

九

i¥. 

第
六
時
現

と
算
定
し
て
ゐ
る
。
昭
和
五
年
の
園
富
を
見
る
に
、
満
洲
園
は
我
闘
の
約
四
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
営
る
の
で
あ
る

が
、
園
民
所
得
の
方
は
我
園
の
数
字
が
明
ら
か
と
な
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
雨
闘
の
比
恋
?
を
見
る
事
が
出
来
な
い
1

従
っ
て
昭
和
五
年
の
我
圃
の
国
民
所
得
に
つ
き
確
買
な
る
敷
字
ぞ
得
る
事
が
出
来
れ
ば
満
洲
固
と
我
闘
と
の
国
カ

を
比
較
す
る
上
に
於
て
も
有
益
な
る
示
唆
を
奥
へ
る
も
の
で
あ
る
。

-s，
町

晴

岨
国
司
町
四

闘
民
所
得
の
算
定
方
雄

人
口
帯
鵡
統
計
と
は
岡
武
h
w
岡
官
及
び
剛
氏
所
特
め
一
統
計
な
正
確
仁
調
査
す
る
事
は
非
常
仁
困
難
な
る
事
裁
で

あ
っ
て
、
無
反
省
な
る
推
計
は
幾
多
の
誤
解
を
招
〈
虞
が
あ
る
。
従
て
私
の
立
場
と
し
て
は
調
査
せ
ち
れ
た
る
結

果
そ
れ
自
瞳
よ
り
も
、
寧
ろ
其
の
調
査
方
法
に
闘
し
・
厳
密
な
る
吟
味
を
加
へ
以
て
之
が
利
用
の
方
向
を
誤
ま
ら

な
い
様
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
又
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
も
国
民
所
得
の
綿
額
の
絶
費
敷
よ
り
も
そ
の
内
容
の
構

成
分
子
を
分
析
す
る
事
の
方
が
大
な
る
意
義
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
園
民
所
得
統
計
の
推
計
を
行
ふ
に
営
り

調
査
客
瞳
た
る
闘
民
所
得
の
内
容
(
若
田
印
)
調
査
期
間
(
宅
自
己
)
調
査
場
所

(
t〈
D
)

調
査
主
躍
っ

FH目
)
算
出
方

法
(
者
一
巾
)
の
五
つ
に
分
ち
研
究
金
進
め
る
。

第
一
に
調
査
客
瞳
と
し
て
園
民
所
得
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
所
得
の
概
念
そ
の
も
の
に

ニ
厄
し
て
ゐ
な
い
引
所
得
の
意
義
の
最
も
明
確
に
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
べ
き
筈

つ
い
て
は
種
々
の
準
設
が
行
は
れ
、

の
所
得
税
法
に
於
い
て
頗
る
暖
昧
で
あ
る
。
例
へ
ば
我
闘
の
所
得
税
法
に
於
て
、
第
一
種
所
得
と
第
三
種
所
得
主
に

4) 拙!若園民所得の分配



於
て
英
の
意
義
を
異
に
し
、
第
三
種
所
得
k
戸
数
割
の
所
得
と
は
更
に
そ
の
内
容
公
異
に
し
て
ゐ
る
。
粧
持
擁
通

の
順
序
か
ら
云
へ
ば
財
産
又
は
勤
勢
を
基
礎
と
し
て
生
産
が
行
は
れ
る
の
が
第
一
階
段
で
ゐ
っ
て
、
其
の
生
産
物

が
所
得
と
し
て
艦
持
主
瞳
の
自
由
支
配
に
入
る
の
が
第
二
階
段
で
あ
っ
て
、
経
持
主
韓
が
そ
の
生
産
物
を
消
費
す

る
か
、
或
は
新
た
な
る
生
産
に
向
け
る
か
が
第
三
階
段
で
あ
る
。
所
得
と
し
て
通
常
取
扱
は
れ
る
も
の
は
こ
の
第

二
階
段
を
指
す
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
所
得
は
経
持
主
躍
と
密
接
な
る
闘
係
を
有
す
る
主
観
的
観
念
で
あ
り
、
且

つ
あ
ら
ゆ
る
生
産
物
を
網
羅
し
た
る
綜
合
的
観
念
で
あ
名
。
謹
に
国
民
所
得
と
云
ふ
以
上
は
草
に
在
人
所
得
の
み

な
ら
命
、
官
公
所
得
色
考
慮
サ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
て
国
民
所
得
を
算
定
す
る
に
嘗
つ
て
は
、

z
f
艦
神
主
醒
の
所
得

hwι

洩
れ
な
〈
調
査
す
ゐ
t
t
(
に
、
同
一
所
特
を
重
複
し
て
算
定
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

園
民
所
得
の
綿
額
の
み
を
計
算
す
る
時
に
は
其
れ
程
に
は
重
大
な
る
問
題
で
は
な
い
が
、
国
民
所
得
の
構
成
分

子
又
は
地
理
的
分
布
又
は
期
聞
を
計
算
す
名
時
ζ

考
慮
す
べ
き
は
如
何
な
名
鰹
持
主
睦
と
園
民
所
得
と
を
開
聯
せ

し
な
べ
き
や
の
酷
で
あ
る
。
之
を
私
人
所
得
の
み
に
限
っ
て
研
究
す
る
も
、
株
式
舎
枇
所
得
と
株
主
所
得
と
の
間

に
於
て
複
雑
な
る
関
係
を
生
十
る
の
で
め
る
。
私
人
所
得
の
意
義
を
自
然
人
所
得
の
み
に
限
定
す
る
と
せ
ば
、
株

式
曾
一
肱
所
得
な
る
も
の
は
軍
に
提
制
的
の
色
の
で
あ
っ
て
株
主
所
得
を
表
徴
す
る
も
の
と
し
て
の
み
意
義
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
株
式
曾
枇
の
留
保
所
得
を
調
査
す
る
の
は
、
そ
れ
自
韓
日
か
目
的
で
な
く
し
て
株
主
の
所

得
を
間
接
的
に
推
測
す
る
資
料
と
し
て
投
立
つ
事
と
な
る
。
然
る
に
自
然
人
所
得
と
注
入
所
得
と
の
爾
者
を
認
め

る
と
せ
ば
、
株
式
合
枇
よ
り
株
主
へ
酪
営
せ
ら
れ
た
る
所
得
な
る
も
の
は
法
人
の
替
業
所
得
と
し
て
計
算
す
べ
き

我
園
白
園
長
所
得

第
三
十
六
巻

九

カム

第
六
披

5) 拙著 閲民所得の分酉日



我
園
白
園
長
所
得

第
三
十
六
巻

九
二

O

第
六
時
肌

二
四

や
株
主
の
費
本
所
得
左
考
ふ
べ
き
も
の
な
り
や
の
疑
問
を
生
じ
、
そ
の
解
稗
如
何
に
よ
り
圃
民
所
得
の
構
成
分
子

に
鐘
動
を
生
や
る
の
で
あ
る
。
更
に
地
理
的
分
布
の
場
合
に
於
て
も
配
嘗
所
得
を
株
式
曾
枇
の
本
庖
の
所
在
地
に

闘
係
せ
し
h
u
べ
き
や
又
は
株
主
の
住
所
地
に
蹄
麗
せ
し
h
u
べ
き
や
の
問
題
が
生
れ
る
の
で
あ
る
唱
第
三
は
調
査
期

聞
の
問
題
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
昭
和
七
年
度
の
国
民
所
得
と
云
ふ
場
合
に
、
所
得
を
配
営
せ
し
法
人
の
管
業
報
告

に
基
き
之
を
定

U
べ
き
か
、
又
は
配
嘗
を
受
け
た
る
株
主
の
家
計
の
計
算
に
基
き
之
を
明
か
に
す
べ
き
か
の
問
題

を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
は
私
人
所
得
の
み
の
問
題
で
あ
る
が
官
公
所
得
正
私
人
所
得
左
の
相
互
間
州
の
重
複
勘
定
を
却
り
る
錦
め
仁

は
種
々
の
考
慮
を
必
要
と
す
る
。
国
家
公
共
囲
瞳
は
財
界
よ
り
租
粧
を
徴
牧
す
る
と
共
に
財
界
に
貨
幣
又
は
施
設

の
形
に
於
て
所
得
を
輿
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
私
入
所
得
と
官
公
在
所
得
と
の
複
雑
な
る
闘
係
を
如
何
に
考
へ
る
か
の

問
題
が
費
生
す
る
の
で
あ
る
。

ーー

第
二
は
調
査
期
間
の
問
題
で
あ
る
。
圃
富
統
計
は
人
口
静
態
統
計
の
却
〈
、
静
態
統
計
に
属
し
、
如
何
な

る
瞬
間
を
捕
ふ
べ
き
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
園
民
所
得
統
計
は
出
生
死
己
の
統
計
の
知
〈
、
動
態
統

計
に
麗
し
、
従
て
如
何
な
る
長
さ
の
期
聞
を
選
ぶ
べ
き
か
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
ヶ
月
の
圃
民

所
得
色
、

一
ヶ
年
の
園
民
所
得
も
十
ヶ
年
の
園
民
所
得
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
統
計
責
料
が
遁
常
一
ケ

年
を
計
算
車
位
と
し
、
夏
に
一
園
の
生
産
が
春
夏
秋
多
を
通
じ
て
蛤
め
て
一
段
落
を
告
げ
る
関
係
よ
ち
し
て
、
調

査
期
間
と
し
て
は
一
ヶ
年
を
選
ぶ
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。
然
し
そ
の
一
ヶ
年
を
一
月
一
日
よ
り
始
h
u
る
か
、
四
月
一



日
よ
り
始
む
る
か
、
七
月
一
日
よ
り
始
h
U
3

か
の
問
題
に
至
つ
て
は
暦
年
と
合
計
年
度
と
替
業
年
度
と
を
合
せ
考

慮
し
て
之
を
定
む
べ
き
で
あ
る
。
街
、
所
得
税
統
計
に
基
き
私
人
所
得
を
計
算
す
る
方
法
含
採
用
す
る
時
に
は
、

聾
算
主
義
の
色
の
と
買
蹟
主
義
の
も
の
と
に
よ
り
調
査
期
間
の
意
義
を
異
に
す
る
事
が
あ
る
。
此
等
の
期
間
の
歪

み
よ
り
生
宇
る
特
殊
事
情
は
通
常
の
場
合
は
、
ズ
-
フ
さ
れ
て
行
く
も
の
で
あ
っ
て
之
を
無
現
し
で
も
大
し
た
不
都

合
を
生
じ
な
い
。
然
し
経
蹄
界
の
撞
動
の
烈
し
い
時
に
は
慎
重
に
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
向
。

か
く
の
如
く
或
る
特
定
年
度
の
園
民
所
得
を
算
定
す
る
事
は
、
ゃ
う
も
す
れ
ば
葉
の
年
度
の
特
殊
事
情
に
左
右

せ
ら
れ
、
異
相
を
説
り
侍
へ
る
虞
が
あ
る
。
故
に
此
の
弊
害
を
除
〈
に
め
に
或
る
特
定
年
度
を
中
心
と
し
て
、
前

後
数
年
間
の
卒
均
数
字
を
算
定
す
る
事
も
考
へ
ら
れ
る
ω

次
に
は
者
。
の
問
題
と
し
て
国
民
所
得
の
調
査
範
園
を
地
理
的
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
遁
常
は
本
圃

ーー
に
つ
い
て
調
査
を
行
ひ
、
植
民
地
の
園
民
所
得
は
之
を
計
算
せ
ぎ
る
か
、
又
は
計
算
す
る
と
し
て
も
別
佃
に
之
を

扱
ふ
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
統
計
の
均
質
性
を
維
持
せ
ん
と
す
る
自
然
の
要
求
に
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
恰
も

人
口
静
態
統
計
が
本
国
中
心
に
行
は
れ
る
の
と
同
一
の
理
由
に
出
て
ゐ
る
。
然
し
悲
に
注
意
す
べ
き
は
本
固
と
本

圃
の
園
民
所
得
と
の
開
係
を
如
何
に
定
む
べ
き
や
の
貼
で
あ
る
。
属
人
主
義
に
従
ひ
、
本
圃
人
が
受
〈
る
所
得
は

凡
て
圃
民
所
得
に
加
へ
、
逆
に
外
国
人
が
受
〈
る
所
得
は
凡
て
之
を
園
民
所
得
よ
り
除
〈
事
が
出
来
る
。
又
属
地

主
義
に
従
ひ
、
本
幽
に
源
泉
を
有
す
る
所
得
は
業
の
受
取
る
人
の
如
何
を
聞
は
や
、
凡
て
之
を
園
民
所
得
に
加
へ
、

本
国
以
外
に
源
泉
を
有
す
る
所
得
は
そ
の
受
取
る
人
炉
本
圃
に
あ
る
と
否
と
を
聞
は
争
、
凡
て
園
民
所
得
よ
b
之

我
園
の
圃
民
所
得

第
三
十
六
巻

丸
二
・
一

第
六
時
晴

互E



我
闘
の
園
民
所
得

第
三
十
六
巻

大4

第
六
銃

占

ノ、

を
除
〈
事
も
出
来
志
。
属
人
主
義
と
属
地
主
義
と
の
問
題
は
輩
に
本
圃
の
国
民
所
得
と
外
岡
の
園
民
所
得
と
を
匡

別
す
る
標
準
と
な
る
の
み
な
ら
や
、
本
圃
の
園
民
所
得
を
地
方
別
に
分
類
す
る
場
合
に
も
質
盆
を
有
し
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
章
聞
東
京
市
に
て
働
き
、
所
得
を
受
げ
て
ゐ
る
人
が
、
夜
間
鎌
倉
の
住
宅
に
蹄
り
、
所
得
税
を
鎌
倉
に
て

納
税
せ
る
場
合
に
、
其
の
人
の
所
得
は
果
し
て
東
京
府
に
あ
り
や
、
又
は
神
奈
川
牒
に
あ
り
や
が
問
題
と
な
る
。

又
大
都
市
仁
本
屈
を
有
す
る
電
力
曾
祉
が
寒
村
に
水
力
設
備
を
有
し
、
政
盆
を
翠
ぐ
る
場
合
に
、
そ
の
所
得
の
生

や
る
場
所
は
本
庇
所
在
地
た
る
大
都
市
と
す
べ
き
や
、
所
得
の
源
泉
を
な
す
寒
村
k
す
べ
き
や
が
問
題
k
な
る
。

第
四
は
巧
日
の
問
題
で

J

の
る
。
剛
氏
所
特
JT
推
計
す
る
じ
如
何
な
る
機
闘
い
か
調
査
す
る
町
一
か
最
も
趣
官

し
て
ゐ
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
園
民
所
得
統
計
は
圃
富
統
計
と
同
じ
〈
、
従
来
は
各
国
共
に
皐
者
の
手
に
依
っ
て

1!91 
一
つ
の
試
み
と
し
て
算
定
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
国
富
又
は
岡
民
所
得
は
人
口
と
は
異
り
、
業
の
調
査

方
法
が
正
確
な
る
も
の
で
な
〈
、
従
て
{
日
属
統
計
と
し
て
之
を
後
表
す
る
に
通
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
名
。
例
へ

(
ω
E
呂
志
が
調
査
し
、
濁
逸
の
園
民
所
得
を
へ

Y
フ
エ
リ
ノ
ツ
ヒ

ぱ
英
国
の
園
民
所
得
を
ス
タ
ン
プ

(
出
向
玉
町
三
n-H)

が
推
計
せ
し
如
き
其
の
通
例
で
あ
る
。
然
る
に
最
近
に
至
り
、
園
富
統
計
及
び
闘
民
所
得
統
計
が
官
鹿
統
計
と
し

て
費
表
せ
ら
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
現
に
昨
年
の
如
き
濁
逸
の
統
計
局
は
、

得
L
(
巴
虫
色

2
5
r
〈
o-
宮町一回

E
B
E
E
S
-
-
=
E
E
n
F
仏

m
E
F
-
m
m与
を
畿
表
し
て
ゐ
る
。
我
炉
内
閣
統
計
局

「
世
界
大
戦
前
後
の
濁
逸
の
国
民
所

は
巳
に
数
回
、
我
闘
の
園
宮
統
計
を
会
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
に
至
り
昭
和
五
年
末
の
我
園
の
園
官
を
算
定

し
、
更
に
我
圃
の
園
民
所
得
を
推
計
せ
ん
と
試
み
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

6) Einzelschriften四 rStatistik des Delltsches Reicl日 Nr.24・



国
民
所
得
の
算
定
(
巧
庁
)
は
圃
宮
と
同
じ
く
人
的
方
法
左
物
的
方
法
と
に
分
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

物
的
方
法
は
土
方
博
士
が
昨
年
来
経
済
摩
論
集
に
於
て
試
み
、
又
南
満
洲
錨
道
株
式
曾
祉
が
満
洲
圃
に
於
て
試

み
て
ゐ
る
様
に
、
所
得
を
受
〈
る
人
よ
り
も
寧
ろ
、
所
得
を
生
子
る
源
泉
と
な
る
べ
き
事
物
に
つ
き
研
究
を
進
め

る
の
で
あ
る
。
士
方
博
士
の
方
法
は
闘
民
所
得
の
構
成
を
景
気
費
動
と
の
閥
係
に
於
て
見
て
ゐ
ら
れ
る
か
ら
、
暫

五
〈
之
を
お
き
、
南
浦
洲
観
道
株
式
舎
一
世
の
方
法
を
一
例
と
し
て
第
二
表
に
掲
げ
て
お
〈
。

圃
民
所
得
婚
観

A 

生
産
所
得

B 

交
通
所
得

D 

取
引
所
得

G 

賃
貸
所
得

E王

抽
労
務
所
得

1喜

夫

満
洲
閣
の
崎
氏
所
得

〈
唯
位
現
大
押
印
百
万
一
万
〉

戸旬、

小

二舎 i¥

o ~~ 0 六五
一一 一 一二議 ( 三 -

---、 、.〆 '一ーー、一ー、 ，ー』前ー一、 -戸、

回
臥
蛤
産
業
所
得
(
農
業
所
得
、
狩
嗣
判
所
符
・
林
業
斯
符
‘
水
産
断
待
、
鎖
業
所
得
)

工
業
所
得
(
普
通
工
業
所
得
、
特
殊
工
業
所
得
)

運
輸
所
得
(
銭
遁
運
輸
所
得
、
艇
舶
運
輸
所
得
、
車
馬
運
輸
所
得
)

通
信
所
得

貿
易
所
得
(
輸
出
〉

内
圃
商
業
所
得
〈
第
一
夫
内
閣
商
業
所
得
、
第
二
次
内
園
商
業
所
得
)

五
五
へ
コ

八
三
七

一
八

六一一六
一o-
一

二
六
九

七
三

一
二
九

動
勢
所
得
(
官
吏
俸
給
所
得
、
使
用
人
給
興
所
得
)

勢
働
所
得
(
農
業
抽
労
働
者
賃
銀
所
得
、
錆
山
崎
労
働
者
賃
銀
所
得
、
工
業
抽
労
働
者
賃
銀
所
得
)

省
略
部
分
(
果
樹
所
得
、
瓦
斯
事
業
所
得
、
水
道
事
業
所
得
、
埠
頭
管
業
所
得
、
電
信
事
業
所
得
、
電
話
事
業
所
得
、
保
管
所
得
、

五
三

特
殊
取
引
機
関
所
得
、
金
融
所
得
、
保
険
所
得
、
貸
家
所
得
、
貸
宅
地
所
得
、
農
工
鍍
業
以
外
白
勢
働
者
賃
銀
所
得
、
雑
業
所
得
)

物
的
方
法
は
財
産
よ
り
の
股
盆
を
趨
確
に
洩
れ
な
く
捕
捉
し
重
複
計
算
の
誤
を
驚
さ
な
い
勤
に
非
常
な
長
所
を

我
園
白
国
民
所
得

第
三
十
六
巻

九

第
六
披

Fヒ

我園民所得の構成と景1鼠獲動(経世年畢論集第二~，第十一波第三巻第二披)7) 



我
圃
の
園
長
所
得

第
三
十
六
巻

九
二
四

第
大
就

!¥. 

有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
所
得
な
る
も
の
は
財
産
の
み
よ
り
生
守
る
も
の
で
な
く
勢
働
よ
り
も
生
じ
.
寸
プ
シ

ト
よ
り
も
生
子
る
も
の
で
あ
る
。
夏
に
進
歩
し
た
る
経
済
世
曾
に
於
げ
る
所
得
な
る
も
の
は
切
h
ノ
離
し
た
部
分
財

産
の
集
合
で
な
く
、
財
産
と
か
勤
時
?
と
か
各
種
の
生
産
要
素
が
極
構
主
韓
に
統
一
せ
ら
れ
其
れ
よ
り
生
じ
た
綜
合

態
で
あ
る
。
五
に
所
得
の
生
や
る
源
泉
に
つ
き
観
察
す
る
物
的
方
法
の
外
に
、
所
得
を
受
〈
る
極
構
主
憧
に
つ
き

研
究
す
る
人
的
方
法
が
後
生
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
所
得
鱒
額
が
各
個
人
の
聞
に
如
何
に
分
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か

を
研
究
す
あ
が
如
き
場
合
仁
於
て
は
、
無
保
件
に
人
的
方
法
が
必
要
で
あ
る
。
然
し
人
的
方
法
に
よ
り
圃
民
所
得

を
算
定
す
忍
の
で
あ
れ
ば
.
そ
の
前
提
と
し
て
相
官
進
歩
し
土
る
所
相
付
税
が
有
在
し

f
e
e
-

』
ゐ
な
り
れ
ば
な
ら
な
レ
む

従
っ
て
満
洲
圃
の
如
き
生
産
関
係
が
比
鞭
的
に
車
純
で
あ
っ
て
且
つ
税
制
の
後
蓮
し
て
ゐ
な
い
闘
に
於
て
は
、
物

的
方
法
が
唯
一
の
方
法
で
あ
り
且
つ
最
も
有
力
な
る
方
法
で
あ
る
。
然
し
所
得
税
が
愛
蓮
し
経
糟
組
識
の
複
雑
な

る
闘
に
於
て
は
、
原
則
と
し
て
人
的
方
法
を
雷
一
規
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

悲
に
人
的
方
法
と
物
的
方
法
と
を
分
っ
た
の
は
決
し
て
絶
罰
的
の
も
の
で
な
い
。
人
的
方
法
を
採
用
す
る
事
は

決
し
て
物
的
方
法
令
長
然
排
除
す
べ
し
と
一
再
ふ
意
味
で
は
な
い
。
又
人
的
方
法
を
無
親
し
仁
る
物
的
方
法
な
る
も

の
は
決
し
て
進
歩
し
た
る
艦
梼
枇
舎
に
於
て
用
ひ
ら
る
ぺ
き
も
の
で
な
い
。
要
は
人
的
方
法
と
物
的
方
法
と
を
特

定
の
闘
家
に
如
何
様
に
調
和
し
適
用
す
べ
き
や
に
存
し
て
ゐ
る
。

第
三

載
固
に
於
け
る
国
民
所
得
の
綿
額



我
闘
の
圃
民
所
得
を
算
定
し
に
る
も
の
左
し
で
は
、
最
近
の
調
査
と
し
て
は
内
閣
統
計
局
の
大
正
十
五
年
に
於

け
る
国
民
所
得
の
人
的
方
法
に
依
る
調
査
左
、
土
方
博
士
の
愛
表
に
か
〉
る
物
的
方
法
と
の
二
つ
を
奉
げ
ぷ
事
が

出
来
る
。
土
方
博
士
の
方
法
は
随
分
勢
力
の
か
う
っ
た
計
算
で
あ
る
が
本
論
文
の
目
的
上
よ
り
之
に
鯛
れ
示
、
専

ら
内
閣
統
計
局
の
方
法
診
中
心
と
し
て
研
究
を
進
め
る
。

内
閣
統
計
局
の
園
民
所
得
の
調
査
の
結
果
は
官
報
に
極
め
て
簡
草
に
紹
介
せ
ら
れ
、
更
に
中
川
友
長
氏
が

別
の
視
角
か
ら
之
を
研
究
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が

H

詳
細
の
鯖
は
森
数
樹
氏
が
第
十
九
回
圃
際
統
計
曾
議
に
公
に

ー
せ
ら
れ
た
報
告
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
間
報
告
の
第
六
表
に
次
の
統
計
表
が
掲
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

第
三
表
的
ち
之
で
あ
る
。
我
園
の
国
民
所
得
を
官
公
所
得
と
私
入
所
得
に
大
別
し
て
ゐ
る
。
官
必
所
得
四
億
二
千

五
百
高
固
は
更
に
分
れ
て
官
業
及
び
官
有
財
産
牧
入
三
億
五
千
五
百
室
内
固
と
公
共
固
瞳
牧
入
七
千
寓
固
と
よ
り
な

っ
て
ゐ
る
。
忠
人
所
得
百
二
十
九
億
五
千
六
百
高
園
は
分
れ
て
課
税
所
得
五
十
一
憶
四
百
高
固
と
非
課
耽
所
得
七

十
入
億
五
千
二
百
高
固
と
よ
り
な
っ
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
合
計
百
三
十
三
億
八
千
二
百
高
固
な
る
数
字
を
大
正
十

五
年
に
於
け
石
我
国
の
国
民
所
得
と
し
て
得
た
の
で
あ
る
。

第

表

大
正
十
五
年
に
於
け
る
国
民
所
得
内
諜

(
百
万
国
)

」

出
商
業
及
官
有
財
産
取
入

:
:
:
i
l
i
-
-
-
・
:
・
:
;
=
一
晶
玉
、
ロ
一
回
一

入・:回一・

;
j
i
t
-
-
:・
;
i
・
豆
、
老
ニ
一

人

所

得

官

公

得

F斤

F
h
 

4
京
刊

積

所

得

-
j
i
-
-
j
i
-
-
j
i
f
-
-
-
:
:
五
二
日
回
、
一
三

法
人
留
保
所
得

:
j
i
-
-
:
:・:・
:
J
i
-
-
E一吉、五五回

公
債
社
債
等
の
利
子
・
:
:
・
・
j
i
-
-
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第
三
表
に
よ
り
、
注
目
す
べ
き
事
は
第
一
に
在
入
所
得
が
園
民
所
得
組
額
の
九
割
以
上
を
占
め
で
ゐ
る
事
で
あ

る
。
第
二
に
私
人
所
得
の
中
に
於
て
非
課
税
所
得
が
約
六
割
を
占
め
て
ゐ
る
事
で
め
る
。
か
く
て
問
題
の
重
心
は

官
会
所
得
よ
り
も
私
人
所
得
に
存
し
、
更
に
在
入
所
得
の
中
に
於
て
課
税
所
得
同
様
に
非
課
税
所
得
を
重
鵡
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
以
下
第
三
表
を
基
礎
と
し
て
詳
細
な
る
分
析
を
試
み
て
見
る
。

一一
五
に
我
閣
の
国
民
所
得
と
云
ふ
の
は
、
我
園
内
地
に
於
て
圃
家
公
共
園
瞳
及
び
在
人
が
大
正
十
五
年
間
に

獲
得
し
た
る
所
得
を
人
的
方
法
に
よ
り
内
閣
統
計
局
の
手
で
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
を
2
か
ら
云
へ
ば

内
閣
統
計
局
の
官
鹿
統
計
で
あ
り
、
を
き
コ
か
ら
一
冨
へ
ば
大
正
十
五
年
の
暦
年
で
あ
り
、
君
。
か
ら
一
宮
へ
ば
日
本

内
地
で
あ
り
、
さ
芯
か
ら
云
へ
ば
人
的
方
法
に
よ
っ
て
ゐ
る
。
大
正
十
五
年
の
我
国
の
圃
民
所
得
の
数
字
を
吟
味

す
る
に
営
b
、
特
に
此
等
の
諸
勤
に
つ
き
考
慮
を
梯
ふ
事
と
す
る
。

第
一
に
注
意
す
べ
き
事
は
、
第
三
表
の
材
料
が
直
接
間
接
に
所
得
税
統
計
L
」
密
接
な
る
閥
係
を
有

νて
ゐ
る
事

で
あ
る
。
こ
れ
本
調
査
を
人
的
方
法
と
呼
ぶ
所
以
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
所
得
枕
の
材
料
に
て
之
を
明
ら
か
に

な
し
得
F
る
部
分
に
つ
い
て
は
各
種
の
産
業
部
門
を
分
析
し
て
そ
の
枇
益
よ
り
所
得
を
推
察
し
、

一
一
種
の
物
的
方

法
令
-
採
用
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
郎
ち
本
調
査
は
原
則
と
し
て
人
的
方
法
を
採
用
し
、
ぞ
れ
を
補
完
す
る
目
的
よ

り
し
て
物
的
方
法
を
採
用
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
が
出
来
る
。

突
に
本
調
査
は
内
閣
統
計
局
の
官
膳
統
計
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
葉
の
敷
宇
の
凡
て
が
内
閣
統
計
局
の
み
の
責
任

に
於
て
な
さ
れ
た
-
も
の
で
は
な
い
。
現
に
官
会
所
得
は
闘
家
地
方
図
睡
そ
の
他
の
歳
計
の
数
字
を
基
礎
と
し
た
も

我
回
目
一
風
民
所
得

第
三
十
六
巻

:Jr. 

七

第
六
時
硫
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第
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時
踊

の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
歳
計
の
敷
字
の
分
析
が
果
し
て
安
営
に
行
は
れ
て
ゐ
る
か
否
か
に
存
し
て
ゐ
る
。
私
人
所

得
の
内
部
に
つ
い
て
も
、
課
税
所
得
の
全
部
及
び
非
課
税
所
得
の
一
部
分
は
租
税
統
計
の
材
料
よ
り
之
を
得
に
の

で
あ
っ
て
、
内
閣
統
計
局
の
苦
心
に
な
る
慮
は
非
課
税
所
得
の
中
の
見
積
結
以
下
の
所
得
の
推
定
で
あ
る
。
更
に

官
会
所
得
と
在
入
所
得
と
雨
者
の
合
計
に
つ
い
て
も
相
嘗
考
慮
す
べ
き
問
題
が
蔑
さ
れ
て
ゐ
る
。
郎
ち
大
正
十
五

年
に
於
け
る
園
民
所
得
は
官
麗
統
計
で
あ
る
が
、
内
閣
統
計
局
の
特
に
努
力
し
た
監
は
見
耽
貼
以
下
の
も
の
冶
所

特
の
算
定
で
あ
る
。

調
査
客
憧
.
調
査
場
所
、
調
査
期
間
約
一
問
題
以
内
問
統
計
局
が
官
必
所
特
、
私
人
所
但
刊
の
費
削
相
を
求
め
た
る
原

材
料
に
よ
り
制
約
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
調
査
期
間
に
つ
い
て
云
へ
ば
、
大
韓
に
於
て
官
去
所
得
は
曾
計
年

度
、
法
人
所
得
は
替
業
年
度
、
其
他
の
所
得
に
つ
い
て
は
暦
年
を
採
用
し
て
ゐ
る
。
又
調
査
場
所
ぞ
日
本
内
地
と

限
っ
て
ゐ
る
が
必
十
し
も
属
人
主
義
で
な
く
、
叉
属
地
主
義
で
も
な
く
、
雨
者
が
便
宜
的
に
交
錯
し
て
ゐ
る
。
調

査
客
韓
た
る
所
得
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
官
公
所
得
と
私
人
所
得
と
は
同
一
で
な
く
、
在
入
所
得
の
内
部
に
あ
っ

て
も
法
人
所
得
k
個
人
所
得
と
の
聞
に
異
っ
た
考
へ
方
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
〈
の
加
〈
第
三
表
に
一
不
さ
れ
た
る
大
正
十
五
年
に
於
け
る
国
民
所
得
な
る
も
の
は
解
決
す
べ
き
幾
多
の
疑
問

を
其
の
中
に
合
ん
で
ゐ
る
が
、
従
来
畿
表
せ
ら
れ
た
る
我
圃
の
圃
民
所
得
と
し
て
は
最
も
優
っ
て
ゐ
る
も
の
冶
一

っ
た
る
を
夫
は
な
い
の
で
あ
る
。

ーー一
前
越
の
如
〈
我
国
民
所
得
の
重
心
は
私
人
所
得
に
存
し
、
而
し
て
私
入
所
得
の
約
六
割
が
非
課
税
所
得
に



麗
し
、
非
課
税
所
得
の
約
九
割
が
見
積
貼
以
下
の
者
の
所
得
で
あ
る
。
か
く
し
て
見
税
貼
以
下
の
所
得
な
る
も
の

は
、
我
闘
の
困
民
所
得
の
竿
ば
以
上
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
官
公
所
得
」
及
び
「
見
税
貼
以
下
の
者
の
所
得

の
外
の
私
人
所
得
」
に
つ
い
て
は
一
躍
譲
る
べ
き
資
料
が
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
問
題
は
既
存
の
資
料
を
如
何

に
修
正
す
る
か
に
存
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
見
積
結
以
下
の
所
得
に
つ
い
て
は
操
る
べ
き
確
買
な
る
資
料
が
快
如
し
、

而
も
そ
の
部
分
が
買
に
国
民
所
得
の
過
竿
を
占
め
て
ゐ
る
と
云
ふ
有
様
で
め
る
。
従
て
園
民
所
得
の
算
定
の
重
心

は
見
暁
賠
以
下
の
所
得
を
如
何
に
算
定
す
る
か
に
か
・
っ
て
ゐ
る
。
中
川
友
長
氏
は
賃
金
統
計
と
職
業
統
計
と
を

基
礎
と
し
ら
弛
稚
拙
以
下
の
者
の
所
得
Jf
推
定
し
、
内
閣
統
計
局
-
B
同
様
の
物
的
方
法
を
用
び
た
の
で
あ
ム
。
在

は
人
的
方
怯
仁
よ
り
専
ら
戸
数
割
を
基
礎
と
し
て
見
税
輪
以
下
の
者
の
所
得
を
推
定
ぜ
ん
左
す
る
の
で
あ
る
。

景
気
の
費
動
及
び
鬼
穂
結
の
襲
更
の
閥
係
よ
ち
し
て
、
第
三
種
所
得
税
の
納
税
戸
教
が
全
国
の
戸
数
に
占
め
て

ゐ
る
割
合
は
常
に
鍾
勤
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
.
昭
和
五
年
度
の
敷
字
に
つ
い
て
見
る
に
第
四
表
の
如
き
結
果
を

得
る
の
で
あ
忍
。
而
し
て
我
闘
に
於
て
は
六
大
都
市
左
六
大
都
市
以
外
正
が
大
い
に
事
情
を
異
に
し
て
ゐ
る
か
ら

雨
者
を
分
離
し
て
研
究
を
進
め
る
必
要
が
め
る
。
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第
四
表
を
見
る
に
、
六
大
都
市
で
は
百
軒
の
中
で
十
一
軒
ま
で
ザ
第
ゴ
一
種
所
得
税
を
納
め
て
ゐ
る
の
に
、
百
軒

の
中
で
玉
軒
の
み
が
第
三
種
所
得
税
を
納
め
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
と
云
ふ
の
が
六
大
都
市
以
外
の
我
闘
の
貰
般
で

あ
る
。
我
が
園
民
の
世
帯
の
九
割
を
除
外
し

l
l六
大
都
市
以
外
に
於
い
て
は
全
世
帯
の
九
割
五
分
を
除
外
し
て

ゐ
る
l
l
l其
の
蔑
憐
に
つ
き
て
の
み
国
民
所
得
を
算
定
し
た
所
で
、
我
が
国
民
生
活
の
異
相
を
明
か
に
し
得
な
い
。

悲
に
私
は
第
三
種
所
得
税
の
見
耽
貼
以
下
の
者
の
所
得
を
知
る
矯
め
に
戸
数
割
の
力
を
借
ら
ん
と
す
る
の
で
あ

る。
各
市
町
村
に
於
て
一
戸
を
構
へ
る
者
又
は
一
戸
を
構
ヘ
ゴ
る
も
濁
立
山
生
計
を
砦
む
者
に
劉
し
.
各
市
町
村
は

戸
数
割
を
課
す
る
事
が
出
来
る
。
而
し
て
戸
数
割
の
課
税
標
準
は
主
と
し
て
所
得
で
あ
り
、
ぞ
の
所
得
の
計
算
方

法
は
所
得
税
法
の
そ
れ
よ
り
も
蓮
か
仁
優
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
是
に
劃
し
て
は
二
つ
の
障
害
が
あ
る
。

第
一
の
障
害
は
、
三
十
六
市
と
百
八
十
八
町
村
に
於
て
戸
数
割
が
行
は
れ
子
、
業
の
代
り
に
家
屋
税
附
加
穂
、

所
得
税
附
加
税
、
所
得
税
等
の
戸
数
割
の
代
税
が
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
特
に
我
が
圃
の
都
市
百
九
の

中
で
六
大
都
市
を
始
め
有
カ
な
る
都
市
が
戸
敷
割
を
採
用
し
て
ゐ
な
い
事
は
、
戸
数
割
に
よ
忍
国
民
所
得
の
調
査

の
慣
値
を
滅
ぜ
ゴ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
の
障
害
は
、
戸
敷
割
の
質
施
が
立
法
者
の
諜
期
通
り
好
都
合
に
運
ん
で
ゐ
な
い
事
で
あ
る
。
蓋
し
市
町
村

営
局
が
戸
数
割
の
課
税
標
準
た
る
所
得
を
計
算
す
る
に
嘗
り
、
税
務
署
が
所
得
税
の
課
税
標
準
た
る
所
得
を
調
査

す
る
程
に
徹
底
的
に
行
動
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
其
の
税
務
暑
が
園
韓
所
得
税
の
所
得
を
調
査
す
る
の
に
相
営



行
詰
っ
て
ゐ
る
の
に
、
所
得
税
の
所
得
よ
り
も
前
一
屠
調
査
の
困
難
な
る
戸
敷
割
の
所
得
を
ば
市
町
村
が
完
全
に

調
査
し
得
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
リ

四

毛
里
英
於
菟
氏
は
幾
多
の
障
害
を
排
し
、
戸
数
割
に
基
き
熊
本
市
民
の
所
得
を
調
査
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
其
の
結
果
宇
佐
見
る
に
、
熊
本
市
民
の
中
で
、
昭
和
六
年
度
に
戸
数
割
を
納
め
て
ゐ
る
世
帯
は
、
三
高
千
九
百

六
十
九
世
帯
に
上
り
、
総
世
帯
三
高
二
千
三
百
八
十
三
世
帯
の
殆
ん
ど
全
部
ぞ
占
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
に
反

し
第
三
種
所
得
税
を
肱
め
て
ゐ
る
戸
数
は
三
千
七
百
十
五
で
あ
っ
て
鱒
世
帯
の
約
一
割
二
分
に
し
か
常
ら
な
い
の

で
め
る
。
国
民
所
得
ヤ
調
査
す
る
に
営
り
第
三
種
所
得
税
以
外
に
戸
数
割
佐
調
査
す
る
必
要
あ
る
事
は
此
等
の
歎

申
じ
よ
っ
て
も
明
か
で
め
ら
う
。

試
み
に
熊
本
市
民
の
穂
所
得
が
如
何
に
分
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
戸
数
割
を
通
じ
て
調
査
し
、
第
五
表
を
得
た

の
で
J

の
る
。

第
互
表

(
昭
和
五
年
中
)

熊
本
市
民
の
縛
所
得
分
配
扶
品
表
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得
金
額
の
中
位
教
を
占
め
て
ゐ
る
の
は
千
五
百
五
十
圃
の
所
得
階
段
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
千
五
百
五
十
回

の
所
得
階
段
炉
熊
本
会
市
民
の
所
得
金
額
の
中
位
教
を
占
め
て
ゐ
る
と
せ
ば
、
第
三
種
所
得
税
の
免
税
馳
|
|
兎

税
黙
は
千
二
百
固
で
あ
る
が
、
勤
勢
所
得
控
除
と
扶
養
家
族
控
除
と
生
命
保
険
料
控
除
と
を
考
慮
す
る
と
、
見
積

勤
は
千
五
百
園
前
後
と
な
る
!
ー
ー
を
超
過
す
る
所
得
は
金
所
得
の
竿
額
と
な
る
。
又
現
賓
の
数
字
に
就
い
て
見
る

に
第
三
種
所
得
税
の
課
税
標
準
た
る
第
三
種
所
得
は
千
二
百
十
寓
固
で
あ
っ
て
、
戸
数
割
の
課
税
標
準
た
る
所
得

千
八
百
八
十
五
高
聞
に
之
を
比
峡
す
る
と
約
六
割
に
営
る
。
即
ち
「
第
三
種
所
得
」
と
「
第
三
種
所
得
の
見
積
動
以

下
の
所
得
」
v
と
が
同
額
に
近
き
事
を
熊
本
市
に
於
て
脱
税
見
す
石
の
で
あ
る
。

熊
本
市
に
於
で
毛
里
氏
が
戸
数
割
を
中
心
と
し
て
研
究
し
仁
る
結
果
は
種
々
あ
る
が
.
第
三
種
所
得
税
釦
免
税

騎
を
中
心
と
し
て
考
へ
る
と
突
の
二
賠
が
最
も
重
要
で
あ
る
。

第
一
に
熊
本
金
市
民
の
世
帯
三
高
千
九
百
六
十
九
の
中
で
第
三
種
所
得
税
の
見
積
貼
以
下
の
者
の
世
帯
が
約
一

割
を
占
め
て
ゐ
る
。

• 

第
二
に
熊
本
会
市
民
の
所
得
金
額
千
八
百
入
十
五
高
八
千
四
百
三
十
一
国
の
中
で
第
三
種
所
得
税
の
見
積
結
以

下
の
所
得
は
約
五
割
ぞ
占
め
て
ゐ
る
。

以
上
は
熊
本
市
に
於
け
る
結
論
で
あ
る
が
、
戸
数
割
を
採
用
し
て
ゐ
る
主
な
る
市
町
村
に
つ
き
で
は
同
様
の
方

法
に
よ
り
此
間
の
消
息
を
明
か
に
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
見
税
動
以
下
の
所
得
が
我
が
国
民
所
得
の
竿
額

以
上
を
占
め
て
ゐ
る
と
せ
ば
、
此
の
部
分
の
所
得
に
つ
き
行
き
届
い
た
調
査
を
行
ふ
必
要
が
あ
る
。
而
し
て
戸
教

我
園
田
園
民
所
得

第
三
十
六
巻

九

第
六
就

七



我
岡
閣
の
圃
氏
所
得

第
三
十
六
巻

九
=
一
四

第
六
披

八.

割
に
よ
る
調
査
方
法
は
業
の
有
力
な
忍
方
法
の
一
で
あ
る
。

第
四

園
民
所
得
の
内
容

国
民
所
得
の
調
査
の
結
果
も
重
要
で
あ
る
が
、
如
何
な
る
調
査
方
法
を
掠
用
し
て
其
の
結
果
を
費
し
た
か
が
問

題
で
あ
る
。
又
調
査
の
結
果
と
し
て
も
纏
額
百
三
十
三
億
国
、

一
世
帯
営
り
千
百
二
十
四
固
と
云
ふ
様
な
概
括
的

の
数
字
よ
り
も
、
寧
ろ
内
容
的
説
明
好
得
た
い
も
の
で
め
る
。
例
へ
ば
土
方
博
士
の
試
み
ら
れ
し
如
志
概
泉
別
所

得
の
盤
、
曜
、
持
銀
掛
利
潤
利
子
所
得
と
景
筑
捷
動
、
貯
蓄
乃
至
投
賢
所
得
掛
消
費
所
得
、
最
策
雄
一
動
2
業
別
所
得

の
研
究
.
克
に
国
民
所
得
の
分
配
の
研
究
の
如
き
業
の
通
例
で
あ
る
。

濁
逸
統
計
局
の
後
表
せ
し
国
民
所
得
の
調
査
は
組
額
敷
字
の
算
定
に
苦
心
す
る
と
共
に
内
容
的
研
究
に
可
な
り

努
力
し
た
も
の
で
あ
る
。
帥
ち
網
岡
民
所
得
の
護
運
営
明
か
に
す
る
と
共
に
(
第
一
節
)
、
源
泉
別
所
得
を
探
究
し

(
第
二
節
)
、
所
得
の
階
段
別
分
配
と
地
方
的
分
布
を
研
究
し
(
第
三
節
)
、
衣
に
国
民
所
得
が
官
会
私
極
構
の
中
を

如
何
な
る
経
路
を
辿
っ
て
動
い
て
ゐ
る
か
の
問
題
(
第
四
節
)
、
最
後
に
園
民
所
得
在
世
界
経
樺
左
の
聞
係
の
問
題

に
も
論
及
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

園
民
所
得
の
内
容
的
研
究
を
行
ふ
事
は
其
の
圃
の
統
計
が
如
何
な
る
程
度
ま
で
溌
蓮
し
て
ゐ
る
か
に
依
存
し
て

ゐ
る
。
然
し
逆
に
如
何
な
る
程
度
ま
で
内
容
的
研
究
を
行
ふ
か
と
云
ふ
事
が
国
民
所
得
の
調
査
方
法
を
支
配
す
る

事
色
有
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
我
が
圃
民
所
得
の
問
題
に
関
連
し
て
、
緯
額
の
研
究
と
共
に
内
容
の
分
析
の
必

要
な
る
事
を
高
調
す
る
所
以
で
あ
る
。


